
八女市小規模工事等契約参加資格登録申請の手引き 

 

１ 制度の目的 

    この制度は、入札参加有資格者登録を行っていない方で、八女市が発注する小規

模な工事及び修繕の受注を希望する方を登録し、発注時に積極的に業者選定の対象

とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与す

ることを目的としています。 

 

２ 対象となる工事等 

対象となる小規模工事等は、八女市が発注する小規模な建設工事や修繕等におい

て、その内容が軽易でかつ履行の確保が容易なもので、一件の契約金額が１００万

円未満のものを対象とします。 

 

３ 登録できる方 

小規模工事等の受注希望者として登録できる方は、八女市内に主たる事業所（本

店）を置いて建設業を営んでいる方です。 

※建設業等の許可の有無、経営組織、従業員数は問いませんが、次に該当する方

は除かれます。 

【次のいずれかに該当する方は、登録することができません。】 

（１）八女市内に主たる営業所（本店）を有しない方。 

（２）契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方。 

（３）建設工事にかかる八女市競争入札参加資格登録を行っている方。 

（４）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない方。 

（５）八女市税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納している方。 

（法人は、法人及び市内居住役員全員） 

（個人は、代表者及び代表者と同一世帯の親族） 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で

あってその役員が暴力団員である者。 

 

４ 登録できる業種数  最大３業種まで 

いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されていますので、必ず自ら施工できる範

囲の業種で登録してください。 



小規模工事等の種類及び具体例 

※解体業の登録を希望の方は、解体工事業の登録が必要です。証明書の写しを添付してく

ださい。なお、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設許可を受けている場合は

解体工事業の登録は必要ありません。 

Ｎｏ 業   種        工 事 の 例 示 

 １ 土木一式工事 
道路（側溝等）・下水（ﾏﾝﾎｰﾙ等）・水路（護岸等）・

の修繕工事 

 ２ 建築一式工事 建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの 

 ３ 大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事等 

 ４ 左官工事 左官工事、モルタル工事、吹付け工事等 

 ５ 
とび・土工・コンクリート 

工事 

とび工事、足場等仮設工事、土工事、コンクリート

工事、ネットフェンス工事等 

 ６ 石工事 石積み工事等 

 ７ 屋根工事 屋根ふき工事等 

 ８ 電気工事 
送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事

等の修繕工事 

 ９ 管工事 

空調設備工事、給排水・給油設備工事、厨房設備工

事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、

ﾀﾞｸﾄ工事等の修繕工事 

１０ 
タイル・れんが・ブロック 

工事 

コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、

タイル張り工事等 

１１ 鋼構造工事 鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事等 

１２ 鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事等 

１３ ほ装工事 アスファルトほ装工事、砂・砂利ほ装工事等 

１４ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 

１５ 板金工事 板金加工取付け工事 

１６ ガラス工事 ガラス加工取付け工事等 

１７ 塗装工事 塗装工事等 

１８ 防水工事 
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリ

ング工事、シート防水工事等 

１９ 内装仕上工事 

天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、

床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、ｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝ

ﾄﾞ工事等の修繕工事 

２０ 機械器具設置工事 各施設機械器具設備工事等 

２１ 熱絶縁工事 熱絶縁工事 

２２ 電気通信工事 
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放

送機械設置工事等の修繕工事 

２３ 造園工事 植栽工事、公園設備工事、園路工事等 

２４ さく井工事 さく井工事等 

２５ 建具工事 
サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工

事等 

２６※ 解体工事 工作物解体工事 

２７ その他の工事 上記にあてはまらない工事 



５ 登録申請の方法 

    登録を希望される方は、次に掲げる書類を提出してください。 

（１）八女市小規模工事等契約参加資格審査申請書（様式第１号） 

※見積書提出依頼時など、すぐに連絡が取れるよう、緊急連絡先欄もご記入

ください。 

（２）技術者経歴書（公共工事・その他の工事） 

※雇用主及び自社で雇用している技術者をご記入ください。 

（３）希望する業種の資格、免許等を証明する書類の写し 

※希望業種の履行に際し、許可・資格・免許が必要な業種は、それを証明す

る証明書の写しが必要です。 

（４）工事経歴書（公共工事・その他の工事） 

※継続して申込まれる場合は、前回提出時に記載された以降の経歴のみ記入

してください。 

（５）八女市税等の滞納状況調査への同意書 

※この同意書は、市税、国民健康保険税及び税外徴収金について滞納状況を

市が調査することへ同意いただくものです。 

※調査対象は、【水道料金、下水道使用料、受益者負担金、道路・水面使用料、

住宅使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料】で、申請日現在

で納期限が到来しているものといたします。調査により納付の確認ができな

いものがある場合は、代表者様にご連絡させていただきます。 

（６）八女市税等滞納状況調査対象者名簿 

     法人業者：役員名簿   個人業者：代表者及び同一世帯親族名簿 

（７）法人業者：登記簿謄本（写し可）（申請日以前３カ月以内発行のもの） 

（８）個人業者：身分証明書（写し可）（申請日以前３カ月以内発行のもの） 

 

※身分証明書発行場所 八女市役所本庁     市民課市民係 

各支所     市民生活福祉課 

（９）工事実績がわかる完成写真等 

※自社を PR するために、適当なものがあれば提出ください。随時受け付け

ます。なお、前回までに提出されたものは、こちらで今回受付分に移します

ので重複して提出されなくても結構です。 

 

６ 受付期間及び登録申請書類提出場所 

□受付期間：随時受付（土・日・祝日を除く。） 

      午前８時３０分～午後５時１５分まで 

□提出場所：八女市役所本庁  総務課契約係 

 



７ 提出書類審査   

 八女市役所本庁総務課契約係にて、市税等の滞納がないことも含めて申請書類を

審査します。審査後、登録通知を発送いたします。 

 

８ 登録有効期間  ※２年間の有効期間となります。 

令和５年１０月１日～令和７年９月３０日 

（ただし、随時受付の場合は名簿登載日から有効期間の満了日までとします。） 

 

９ 登録事項の変更等 

登録名簿に登載された方で、登録事項に変更があった時や事業を廃止した時には、

小規模工事等契約参加資格者変更届・廃止届を、速やかに提出してください。 

 

10 登録の取り消し 

登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消し

ます。 

（１）倒産または破産した場合 

（２）契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うな

ど不正または不誠実な行為があった場合 

（３）暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員である場合 

 

11 登録有効期間の中間年審査 

 登録有効期間の中間年には、下記の確認を行います。 

○希望する業種を履行するための必要な資格、免許等における更新確認。 

○八女市税、国民健康保険税及び税外徴収金の滞納確認。 

    登録業者の方には、審査の通知をいたします。 

 

12 名簿に登録されると 

小規模工事等契約参加資格者名簿は庁内に公開し、入札参加有資格者名簿とともに

小規模工事等の業者選定に活用されます。また、契約制度の透明性確保のため、閲覧

簿を八女市ホームページにて公開します。 

なお、市税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納している期間は選定の対象外と

なることがありますので、ご注意ください。 

この名簿に登載されても選定や契約を約束するものではありません。 

原則として複数の登録業者等から見積書を提出していただき、最低の価格の見積

書を提出した業者と契約することになります。なお、見積を依頼されても辞退する

ことは自由ですが、必ず発注課に連絡をお願いいたします。 



 

13 契約すると 

契約金額が５０万円以上の場合は、請負契約書を締結していただきます。 

契約金額が３０万円以上５０万円未満の場合は、請書を作成し提出してください。 

なお、契約締結後（発注後）の辞退はできませんのでご注意ください。 

施工は、八女市契約規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行し

なければなりません。 

現場の施工管理は、必ず代表者又は直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行っ

てください。 

 

14 受注代金の支払 

施工完了後の検査に合格後（手直しがあった場合はその完了後）、請求に基づき支

払います。 

受注代金の支払いは、正当な請求を受けた日から４０日以内です。なお、前払金や

部分払金はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ 

〒834-8585 

福岡県八女市本町６４７番地 

八女市役所本庁 総務課 契約係 

ＴＥＬ 0943-24-8020 


